
第２編  治 山 事業編 

 

第１章 一般調査 

 

第１節 山地治山等調査 

第１款 地形調査 

（地形分類図の作成） 

第2101条 調査対象地及びその周辺の地形を一定の基準に従って分類した地形分類図を

作成するものとする。 

 

（微地形図の計測） 

第2102条 地形の複雑な地域を対象として、必要に応じて次の微起伏量、ガリー密度、開 

解析度を計測するものとする。 

（1） 微起伏量の計測 

崩壊との関係・態様等を推測するため、地形図に斜面の微起伏を図示し、治山技術 

    基準２－３－２－８の解説に記載されている微起伏量基準に基づき階級区分を行う。 

（2） ガリー密度の計測 

斜面の荒廃状況等を推測するため、ガリーや地割れ、亀裂等の位置を地形図に図示 

し、治山技術基準２－３－２－８の解説に記載されているガリー密度区分基準に基づ

き階級区分を行う。 

（3） 開析度の計測 

原地形の開析度合を推定するため、地形図上において復元した原地形を求め計測す 

る。 

 

第２款 土質・地質調査 

（弾性波探査） 

第2103条 弾性波探査には屈折法及び反射法があり、探査方法は設計図書又は調査職員の 

指示によるものとする。 

２ 受震器間隔は５～10ｍの範囲で、探査目的、目的深度、目標精度及び地形条件等を考

慮して決定するものとする。 
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３ 測定の良否は現場で判定し、記録が不明瞭かつ不明確な場合は再測定する。 

４ 測定結果に基づき走時曲線、速度層断面図を作成する。 

 

（電気探査） 

第2104条 電気探査には、水平電気探査、垂直電気探査、高密度電気探査があり、方法の 

選択は設計図書又は調査職員の指示によるものとする。 

２ 測線は地すべりの移動方向又は地質構造とくに地層の走向方向に一辺を持った格子状

に設けることを標準とする。 

３ 探査測点の間隔は、各測線上において５～10ｍ、最大20ｍ以内を標準とし、各測点での

電極間隔のとり方は、最大電極間隔を基盤面深度の2.0～3.0倍にとり、最大電極間隔まで

を10段階程度の電極間隔に区分する。 

４ 調査結果は比抵抗断面図、比抵抗等高線図、比抵抗分布図等に取りまとめるものとする。 

 

（ボーリング調査） 

第2105条 ボーリング調査は、ロータリーボーリングによるオールコアボーリングを標準と 

し、次のことに留意して掘削するものとする。 

（1） コアは、必要な区間を採取するとともに、コアを乱したり変質させない。 

（2）  ボーリング掘削にあたっては、調査孔の周囲の地盤を乱したり、透水性を阻害しな

い。 

（3） ボーリングの孔径は呼称径66mmを標準とする。 

（4） 長尺のボーリング等で、削孔径を段階的に小さくする場合は、目的孔径のボーリング 

   でコアを採取したのちに拡孔を行ってその区間をケーシングパイプで保護し、次のコア   

   ボーリングを行う。 

（5） ボーリングに使用する機械は、所定の深度、孔径及び削孔方向に対して、十分余裕の 

    ある能力の機械を使用する。 

２ ロータリーボーリングによるコア採取が困難な場合は、調査職員と協議し他の適切な調

査法を適用するものとする。 

３ ボーリングの深度は原則として設計図書又は調査職員の指示によるが、掘削途中で当初

予定と相違がある場合には調査職員と協議し、指示を受けなければならない。 

４ 掘削方向は原則として鉛直下方とする。ただし、目的によって下方としない方が適して
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いる場合は調査職員と協議して方向・角度を変えることができる。 

５ 採取したコアは、採取後直ちにコア箱の所定の位置に整理して配列し、地層区分ごとに

仕切りをつけ、その深度を仕切り板に記入しなければならない。コア箱の蓋には、調査地

名、ボーリング孔番号、採取深度等を記入するものとする。 

コアは、地質判定後、風化や酸化の防止及び乾燥防止のため直ちにビニール等で覆って 

保存しなければならない。 

掘進終了後、コア箱の内容を１箱ごとに１枚のカラー写真に撮影するものとする。 

６ コア採取率が低く、コア箱に相当の空間ができても、コア採取深度を移動させてはなら

ない。 

７ 掘削後は、全掘進長に対して原則として保孔管を挿入するものとする。滞水層区間はス

トレーナ加工（ストレーナは径５mm、20ケ所／ｍ程度）を行うのを原則とする。なお、保

孔管をひずみ計とするときは、孔壁との空間を確実に充填して固定するものとする。 

８ 孔口は縦・横各50cm、厚さ20cm程度の孔口止めモルタルを打設して、地表水の流入を防

止する。 

９ コア採取を必要としない場合には、設計図書又は調査職員の指示によりノンコアボーリ

ングを行うものとする。 

10 作業日報 

ボーリング作業中は、地盤の構成と土質・地質及び地下水の状況を判定するため、下記

の事項を作業日報に記入するものとする。 

（1） 掘進状況（概略の地質柱状図を添付する） 

（2） 地層の変わり目、岩質、土質、コア採取率（コア長／掘進長）、ＲＱＤ、亀裂の有無、 

    化石・石炭の有無、ガス存在、孔内温度の急激な変化等 

（3） 孔内崩壊、孔曲り、湧水・漏水の有無とその量（ l で表示する） 分/

（4） 毎日の作業開始前及び作業終了後の孔内水位 

（5） 地層の種類、硬軟、色調、転石の大きさとその位置（色調は標準土色帳による） 

（6） ボーリング中の送水量、送水圧、掘進圧、ハンドレバーの抵抗とその変化 

（7） ベントナイトを使用した場合の使用区間と使用量 

（8） ケーシングパイプの孔径、挿入長、挿入時期、挿入目的 

（9） 土質試料の採取位置、現位置試験の実施区間 

（10）その他、掘進中に生じた地すべりの兆候等 

 19



（サウンデｲング調査） 

第2106条 サウンデｲング調査の主な試験方法は次のとおりで、方法の選択は設計図書又は

調査職員の指示によるものとする。 

（1） 標準貫入試験 

      標準貫入試験の試験方法は、JIS A 1219に準拠するものとする。 

（2） 簡易動的コーン貫入試験 

    簡易動的コーン貫入試験の試験方法は、JGS 1433に準拠するものとする。 

（3） スウェーデン式サウンディング試験 

      スウェーデン式サウンディング試験の試験方法はJIS A 1221に準拠するものとする。 

（4） ポータブルコーン貫入試験 

ポータブルコーン貫入試験の試験方法はJGS 1431に準拠するものとする。 

（5） 原位置ベーンせん断試験 

原位置ベーンせん断試験の試験方法はJGS1411に準拠するものとする。 

２ 試験の結果は、各試験の種類に応じて、図及びデータ表等に記録するものとする。 

 

（土質試験） 

第2107条 土質試験の方法は、原則として日本工業規格、地盤工学会規格等に準じて行う 

ものとする。 

２ 物理的性質を求める試験、力学的性質を求める試験及び残留せん断強さを求める試験の

方法の選択は、設計図書又は調査職員と協議し、現場状況に適合した適切な方法を選択す

るものとする。 

３ 試験の結果は、図表を用いて土の性質が判断できるよう取りまとめるものとする。 

 

（アンカー試験） 

第2108条 アンカー試験の種類と方法は次のとおりで、試験の種類の選択は、設計図書又は 

調査職員の指示によるものとする。 

（1） アンカー引抜試験 

 アンカー引抜試験の載荷は５段階以上の多サイクルで行うものとする。 

 試験の結果は、荷重－変位量曲線の形で整理をし、さらに変位量を弾性変位量と塑性           

 変位量に分けて、荷重－弾性変位量曲線と荷重－塑性変位量曲線の形で図示するもの     
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 とする。 

（2） 長期試験 

      長期試験は、時間経過に伴って定着時緊張力が低下していく過程を調査するリラクゼ   

    ーション方式によって行うものとする。試験の結果は、対数目盛の横軸に経過時間、普  

    通目盛の縦軸に残存引張り力、アンカー頭部の変位量、反力板の沈下量、反力板の沈下 

    による荷重低下量等をまとめるものとする。 

（3） 載荷試験 

   載荷試験は、平板載荷試験と一点載荷試験があり、方法の選択は、設計図書又は調 

 査職員の指示によるものとする。 

 ①  平板載荷試験 

   平板載荷試験の方法は、地盤工学会の「地盤の平板載荷試験方法」に準拠するも 

  のとする。 

        試験の結果は、調査地の諸元及び測定値等を整理し、荷重強度－変位曲線等にま      

          とめるとともに、地盤の変形係数を求めるものとする。 

 ② 一点載荷試験 

        一点載荷試験は、軟弱かつ古い堆積地盤等を対象とするのもので、次により行う    

       ものとする。 

          (ｱ)  反力装置としてバックホウを用いる。 

(ｲ)  載荷方法は、試験に先立ち基礎地盤の土質別予備載荷荷重を目安として、予備

載荷を行う。 

       (ｳ)  載荷及び除荷は、静かに行い、荷重が 10kN 以上、沈下量が５㎜程度以上を目安 

             として載荷を終了する。 

       (ｴ)  基礎地盤の許容支持力を、載荷重と沈下量の因子から求める。 

 

第３款 土壌調査 

（土壌断面調査） 

第2109条 土壌断面の調査は、「国有林野土壌調査方法書」及び「日本の森林土壌調査に 

 準じて行うものとする。 

２ 土壌断面調査及び試料採取は、調査地域を代表する位置を選定して行う。 

３ 土壌断面調査の掘削は、土壌構造等調査の目的に適合する観察用断面幅１ｍを標準と
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し、深さは、原則として土壌母材層（Ｃ層）に達するまでとする。 

４ 土壌の理・化学性調査のための試料は、所要の断面において採土円筒を用いて採取す 

  るものとする。 

５ 調査結果は、土壌図、土壌断面図、土壌分析結果表等所定の様式に取りまとめるもの

とする。 

 

（土壌孔隙調査） 

第2110条 土壌孔隙調査は、土壌を構成する細土、礫及び根などの固体と、固体と固体と 

の孔隙を満たしている水（液体）及び空気（気体）の三相組成について容積比、重量比

等を測定するものとする。 

２ 三相組成の測定結果は、土壌の理学性分析表等に取りまとめるものとする。 

 

（浸透能試験） 

第2111条 浸透能試験の測定方法は次のとおりで、測定方法及び測定機器の設置位置等は、 

調査の目的に応じて選定するものとする。 

（1） 冠水型浸透計試験 

   冠水型浸透計試験は、マスグレーブの円筒浸透計内に水を供給し、給水タンクの減  

 水量を浸透強度として読みとり測定するもので、次により行うものとする。 

   ① 金属製円筒の土中への打ち込みは、土層を乱すことなくＢ層に達す程度を標準と

し、地表面に 5～10 ㎝残す。 

    ②  円筒計内の地表面上が常に水膜を維持するよう給水を続け、測定は、給水タンク

の減水量を一定時間間隔で読みとる。 

（2） 流水型浸透計試験 

   流水型浸透計試験は、平田式山地浸透計枠内の上流縁に配置した十数条の細管から  

 一定の強度で水の供給を行い地表流出水を捕捉し、給水強度と地表流出強度との差を 

 浸透強度として読みとり測定するもので、次により行うものとする。 

 ① 金属枠の挿入は、土層を乱すことなく行う。 

 ② 一定の強度の水を１～２時間程度流下させ、一定時間ごとに給水量、捕捉水量を  

   測定する。 

（3） 散水型浸透計試験 
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 散水型浸透計試験は、国立林試型浸透計等の測定枠内に、水滴方式等の散水によっ 

 て模擬降雨を与え地表流出水を捕捉し、給水強度と地表流出強度との差を、浸透強度  

 として読みとり測定するもので、測定方法は「流水型浸透計試験」に準ずるものとす 

 る。 

 

第４款 気象調査 

（気象調査） 

第2112条 気象現地調査は、現地に観測機器を設置して次の調査を行うもので、施設の設 

置位置等は調査職員の指示によるものとする。 

（1） 降水量調査 

      自記雨量計等により調査する。 

（2） 降雪量調査 

測定尺等を用いて調査する。 

（3） 気温調査 

最高・最低寒暖計、湿度計を内蔵する百葉箱を設置して調査する。 

（4） 風向・風速調査 

 風車型自記風向風速計を用いて瞬間風速、10 分間平均風速、最大風速及び 16 方位 

 風向を調査する。 

（5） 積雪深調査 

測定尺等を用いて積雪断面の深さ及び各層の厚さ、雪質等を調査する。 

 

第５款 林況・植生調査 

（林況・植生調査） 

第2113条 林況・植生の現地調査は、既存資料による調査を補完するもので、調査方法は   

 設計図書又は調査職員と協議して次のうちから現状に適合した方法を選択するものとす  

 る。 

（1） コドラート法 

      コドラート法は、出現植物の種類や状況及び現存樹木の配置状況等を把握するもの    

    で、面的な標本区を設定して種、樹高、草丈等を調査するが、標本区数は特記仕様書  

    による。 
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（2） ライントランセクト法 

    ライントランセクト法は、林相区分又は特徴的な地形等ごとの樹木等の配置又は出  

   現頻度等を把握するもので、標本区を設定して種、樹高、草丈等を調査するが、標本 

   区数は特記仕様書による。 

    標本区の長さは、構成主体樹木の樹高の２倍程度とする。 

 

（相対照度の測定） 

第2114条 相対照度の測定は、林内と林外において同時に一定時間の累積照度を測定し、

林外の照度を100とする百分率で林内相対照度を表すものとする。 

 

第６款 流量等調査 

（流量調査） 

第2115条 流量調査の調査方法は次のとおりで、調査方法は設計図書又は調査職員と協議

して選択する。 

（1） 堰測法 

    堰測法は、長方形、逆三角形等のノッチをもつ堰を越流する水位を測定し、水位流   

    量曲線式により流量の計算を行うものとする。 

（2） 流速法 

    流速法は、一定の流路断面を流れる水流の平均流速を、浮子又は流速計を用いて測    

    定し、流量の計算を行うものとする。 

（3） 洪水位こん跡法 

   洪水位こん跡法は、洪水後の浸水及び植被のはがれ等の痕跡から水位、流積を求め、

流速を推定して流量の計算を行うものとする。 

 

第７款 滞水・湧水調査 

（滞水・湧水調査） 

第2116条  滞水・湧水調査は、局地的に地下水位が高い場所において、滞水又は湧水の状

況を把握するものとする。 

２ 滞水・湧水調査の結果は、調査目的に応じて図表に取りまとめるものとする。  
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第８款 自然環境影響調査 

（自然環境影響調査） 

第2117条 自然環境影響調査は、植物調査、動物調査、水質環境調査とするが、調査の種

類、調査項目、調査方法は設計図書又は調査職員の指示によるものとする。 

２  植物調査の対象は、陸上植物と水生植物とし、植物相、植生分布、貴重群落等を把握す

るものとする。 

 主な調査手法は、コドラート法、接線法、ポイント法、間隔法等がある。 

３ 動物調査の対象は、哺乳類､鳥類、は虫類、両生類、魚類、昆虫類等とし、動物の生息

種、その分布状況、貴重種の生育状況等を把握するものとする。 

  主な調査手法は、次のものがある。 

（1） 哺乳類 

    痕跡法、捕獲法 

（2） 鳥類 

ラインセンサス法、定点法、採集法 

（3） 昆虫類 

      任意採集法、ベイトトラップ法、ライトトラップ法 

（4） 魚類・貝類 

   採集法 

（5） 両生類・は虫類 

      直接観察法 

４ 水質環境調査は、治山事業の施行によって変化する可能性のある水質の調査を行うも

のとする。 

５ 調査結果は数表に取りまとめるものとする。 

 

第２節 地すべり防止調査 

第１款 気象調査 

（気象調査） 

第2118条 気象調査は、現地での観測を原則とするが、困難な場合は調査職員と協議して、

最寄りの気象観測所の観測データを用いるものとする。なお、この場合は必要に応じてデ

ータを補正するものとする。 
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２ 一般気象調査は、地すべり地及びその周辺地域の気温、湿度、風速、風向、日射量及び

日照時間等の気候データを継続観測するもとする。 

３ 降水量調査は、現地で自記雨量計又は自動観測システムに接続した転倒ます式雨量計に

よる観測を標準とし、降雨と地すべり移動の関連性を調査するものとする。 

４ 積雪量調査の観測方法は雪尺による方法及び超音波や光センサーを利用した積雪深計

による方法があり、選択は設計図書又は調査職員の指示によるものとする。 

５ 融雪量調査には、現地で直接測定する方法と気温等を観測して融雪量等を推定する方法

があり、その選択は設計図書又は調査職員の指示によるものとする。 

６ 調査の結果は、地すべり移動と関連する気象条件が把握できるように、図表等に取りま

とめるものとする。 

 

第２款 地表移動量調査 

（簡易変位板） 

第2119条 地すべりによるクラックを挟んで杭に丁張をかけ、移動による丁張のずれを観測

するものとする。 

 

（標識観測） 

第2120条 標識観測の方法には、見通し線測量、高低測量、三角測量、空中写真及びＧＰＳ

があり、観測方法は設計図書又は監督職員の指示によるものとする。 

２ 標識観測の取りまとめは、平面図に測定地点、移動量、移動方向（ベクトル）、隆起及

び沈下量等の測定結果を記入するとともに、時間移動曲線図にまとめ、地中変動量調査と

関連付けができるようにするものとする。 

移動量等の縮尺は、移動の実態が正確に把握できるものとし、平面図の縮尺にはとらわ

れず適宜大きくするものとする。 

時間移動曲線図の縮尺は適宜とする。 

 

（地表伸縮計による観測） 

第2121条 地表伸縮計による観測は、地すべりの亀裂をはさんだ２地点間をインバー線で連

結し、その伸縮量を測定し、移動時期、移動量を測定するものとする。 

２ 計器の設置場所は原則として不動地内とし、地すべりの移動方向と平行にインバー線を
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張るものとする。計器は自記記録式とする。 

３ 地すべりの移動が連続する場合、又は長大な斜面には、連続して数基の地表伸縮計を設

置し、地すべりの移動状況を正確に把握するものとする。 

４ 調査の結果は、時間－移動量曲線図に取りまとめるものとする。 

 

（地盤傾斜計による観測） 

第2122条 地盤傾斜計による観測は水管式傾斜計を用い、Ｎ-Ｓ及びＥ-Ｗ方向に直交する２

台一組を水平にガラス板の上に設置して行うものとする。 

２ 測定は、地すべり変動以外のノイズを棄却できるよう行うものとする。 

３ 調査結果は、各地点ごとに変動量、最大傾斜角を計算した解析等を行い、平面図に移動

方向、移動量をベクトルで表示するなど、地すべりの現況が把握できるものを作成するも

のとする。 

 

第３款 物理探査 

（弾性波探査） 

第2123条 弾性波探査は第2103条によるものとする。 

 

（電気探査） 

第2124条 電気探査は第2104条によるものとする。 

 

（地温探査） 

第2125条 測定時期は、原則として地下１ｍの平常地温と地下水温の差が５℃以上となる夏

期を選定するものとする。 

２ 測定は、地温の日変化の影響を避けるため先端にサーミスタのついた長さ1.5ｍの棒を

地中に挿入し、地下１ｍにおいて地温を測定するものとする。 

３ 調査結果は、１ｍ深地温分布図に取りまとめるものとする。 

 

（自然放射能探査） 

第2126条 自然放射能探査の測定は、測線上の５～10ｍ間隔において携帯用NaI（ヨウ化ナ

トリウム）検出器により行い、γ線スペクトル分析法等によって放射能（γ線）計数率を
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求めるものとする。 

２ 調査結果は、平面図等に高測定値を示すゾーンの分布を記入するものとする。 

（電磁探査） 

第2127条 電磁探査の探査方法には、MT法、CSAMT法及びTEM法があり、調査方法は設計図書

又は調査職員の指示によるものとする。 

２ 測定の結果は、測定図に取りまとめるものとする。 

 

（リモートセンシング） 

第2128条 リモートセンシングは、地表物から反射・放射された電磁波を測定し、地質構造

や地下水の状態を把握するもので、測定に用いるセンサーは観測目的に応じた適切なもの

を選定するものとする。 

２ 測定の結果は、図表に取りまとめるものとする。 

 

第４款 ボーリング調査 

（ボーリング調査） 

第2129条 ボーリング調査は第2105条に準ずるものとする。 

 

第５節 物理検層 

（電気検層） 

第2130条 電気検層の測定方法は、掘削中又は掘削完了後のボーリング孔内を利用する比抵

抗検層法のノルマル検層(2極法)によるものとし、他の方法による場合は調査職員と協議

するものとする。 

２ 電極間隔は、ボーリング孔径の0.8～3.0倍の範囲で２種類以上の電極間隔を組み合わせ

たものを標準とする。 

３ 測定の結果は、見掛け比抵抗の変化を図表に取りまとめるものとする。 

 

（速度検層） 

第2131条 速度検層の測定方法は、PS検層、サスペンションPS検層、音波検層を標準とし、

地質条件や地下水条件、現地状況に適合した方法を設計図書又は調査職員の指示により選

択するものとする。 
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２ 測定結果からP波及びS波の走時曲線を作成し、各地層の弾性波速度を決定し、図表に取

りまとめるものとする。弾性波速度は、地すべり層区分判定の資料とするほか、各速度層

のポアソン比(ν)、ヤング率(Ｅ)等を求めることにも利用する。 

 

第６款 地中変動量調査 

（すべり面測かんによる観測） 

第2132条 すべり面が複数存在すると考えられる場合は、深さを変えて複数の測かんを設置

するものとする。 

２ 測定の結果は、調査孔ごとに測定年月日、測かん不通過深度をまとめ、地質断面図中に

図示するものとする。 

 

（パイプひずみ計による観測） 

第2133条 観測に使用するひずみ計は、地すべり移動方向が明らかな場合は１方向２ゲー

ジ式とし、明確でない場合は２方向４ゲージ式とし、ゲージの貼付間隔は1.0ｍを標準と

するものとする。 

２ 設置は、移動層のひずみがプラスとなるようにし、孔壁との空間を確実に充填して固定

するものとする。 

３ 測定は正逆２回行うものとし、地すべりの移動状況によっては調査職員と協議し変更す

るものとする。 

４ 測定の結果は、各調査孔ごとにひずみ累積変動図及びひずみ柱状図に取りまとめるもの

とする。 

 

（孔内傾斜計による観測） 

第2134条 孔内傾斜計による観測は、直交した２方向に案内溝を持つガイドパイプをボーリ

ング孔に挿入し、孔壁との空隙にグラウトを行って固定し、定期的に傾斜計を挿入して計

測するものとする。 

２ 測定は、ガイドパイプの案内溝にあわせて傾斜計を挿入し、鉛直に対する傾斜を直行す

る２方向に対して、深度が50cmごとに正逆２回計測するものとする。ただし、地すべり移

動方向が明確な場合は、１方向とすることができる。 

３ 測定の結果は、X軸、Y軸の傾斜角を深度ごとに合成し、孔底からの累積したたわみ量を
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たわみ図にまとめるものとする。 

（地中伸縮計による観測） 

第2135条 観測に使用するワイヤの先端は、すべり面下の基岩層にグラウトにより固定する

とともに、動きやすいようにワイヤは保孔管の中を通し、保孔管の外周は砂又はグラウト

により充填するものとする。 

２ 測定の結果は、計測したワイヤの伸縮量を移動量として図表に取りまとめるものとする。 

 

（多層移動量計による観測） 

第2136条 多層移動量計の設置は、ワイヤをガイドパイプに取り付ける場合と、ワイヤを塩

化ビニール管内に取り付ける場合があり、方法の選択は設計図書又は調査職員の指示によ

るものとする。 

２ 固定する深度間隔は１ｍを標準とし、ワイヤは孔口付近で計測器具に接続して計測する

ものとする。 

３ 測定の結果は、ワイヤの伸縮量から各層の移動量及びすべり面の位置が判定できるよう

に図表に整理するものとする。 

 

第７款 地下水調査 

（地下水位調査） 

第2137条 地下水位調査の測定方法は、触針式、フロート式自記水位計による観測、水圧式

センサーを使用した自記水位計による観測とし、調査方法は設計図書又は調査職員の指示

によるものとする。 

２ 調査の結果は、地下水位変動図に整理するとともに、地下水位と地すべり移動の関係が

わかるように取りまとめるものとする。 

 

（間隙水圧調査） 

第2138条 間隙水圧調査は、すべり面付近の水圧のみが測定可能なように、あらかじめすべ

り面及び地下水帯の位置を十分確認してから行うものとする。 

２ 測定は電気的な水圧計を用い、連続的に測定するものとする。 

３ 調査の結果は、間隙水圧変動図に取りまとめるものとする。 
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（地下水検層） 

第2139条 地下水検層には、地下水の電気抵抗を測定する自然水位検層（食塩水検層）、汲

み上げ検層、ステップ検層と、温度を測定する温度検層等があり、調査方法は設計図書又

は調査職員の指示によるものとする。 

２ 測定器は、高感度の電気伝導度計又は温度計を使用するものとし、プローブは孔内水を

攪拌しにくい構造とするものとする。 

３ 調査の結果は、測定時間毎の比抵抗変化図又は温度変化図、及び検層地点等を明示した

調査図を作成するものとする。 

 

（地下水追跡調査） 

第2140条 地下水追跡調査に使用するトレーサーは、環境等に配慮し食塩（指標：塩素イオ

ン）を標準とし、投入孔は地すべり区域上流部の凹地や破砕帯等、地下水の起源の推定が

可能なところとする。 

２ 採水箇所は、地すべり地及びその周辺の調査孔及び地下水位観測専用孔、湧水点、集水

井等とする。 

３ 調査の結果は、バックグラウンドの数値以上の値の検出により、地下水の流路及び流速

を推定し、次の図表等にまとめるものとする。 

（1） 地下水追跡結果表 

（2） 地層状況等の検討 

（3） 投入地点、採水地点等を明示した調査図 

（4） 地下水流路想定断面図 

 

（簡易揚水試験） 

第2141条 簡易揚水試験は掘進中のボーリング孔を使用して行うものとし、一定のボーリン

グ区間ごとに掘進を止めて測定するものとする。 

２ 試験の結果は、水位回復曲線を作成し、各区間の透水係数を求め、地質柱状図に揚水量

と透水係数を表示して取りまとめるものとする。 

 

（揚水試験） 

第2142条 揚水試験の揚水孔は、対象とする地下水層に当たる区間のみにストレーナ加工を
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施した保孔管を挿入し、地下水層の上下をグラウトにより遮水するものとする。 

２ 観測孔は揚水孔を中心に十字に配置し、揚水孔と同様に地下水層の上下をグラウトによ

り遮水するものとする。 

３ 予備試験を行い、地下水層上面で水位が維持できる計画揚水量を決定するものとする。 

４ 本試験は、揚水孔と観測孔の水位を測定しながら計画揚水量で揚水し、各水位が平衡状

態に達したら揚水を停止し、初期水位に回復するまで水位を測定するものとする。 

５ 測定の結果は、水位変化図、地下水面等値線図などに取りまとめるともに、透水係数

などを算出するものとする。 

 

（水質調査） 

第2143条 水質調査には現地測定と室内試験があり、調査方法及び調査項目については設計

図書又は調査職員の指示により、現地の状況に適合した方法等を選択するものとする。 

２ 地下水の水質特性を把握する場合は、降雨や融雪期の影響を受けないように、原則とし

て、天候の安定した時期に実施するものとする。 

３ 測定の結果は、次の項目を明記して、図表に整理するものとする。 

（1） 採水個所・採水方法 

（2） 採水日時・天候 

（3） 水質の測定・分析方法 

 

（地下水流出量調査） 

第2144条 地下水流出量調査の測定には次の方法があり、現地の状況に適合した方法を設計

図書又は調査職員の指示により選択するものとする。 

（1） 量水桝又は量水箱を用いて、時間当たりの水量を直接測定する方法。 

（2） 量水堰（ノッチ堰）を取り付け、越流する水位高さを直接又は自記水位計などで測  

    定し、流量公式（JIS B 8302など）により流出量に換算する方法。 

（3） 流量計を設置して測定する方法。 

２ 測定の結果は、流出量変動図等に取りまとめるものとする。 
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第８款 貫入試験 

（標準貫入試験） 

第2145条 貫入試験は第2106条の（１）または（３）によるものとする。 

 

第９款 土質・岩石試験 

(試料の採取) 

第2146条 試料の採取は、次の方法を標準とし、採取方法は設計図書又は調査職員の指示に

よるものとする。 

（1） 地表からのオープンカット、観測井及び試掘坑など直接地盤から資料採取。 

（2） ボーリングコア及び標準貫入試験による試料を採取。 

（3） ボーリング孔を利用したサンプラーにより試料を採取。 

２ 採取した試料は、体積及び含水比の変化がないように気密性を保ち、衝撃を与えない方

法で輸送し試験室に搬入するものとする。 

３ 採取した試料には、次の記録を付するものとする。 

（1） 試料採取位置、採取年月日及び試験番号 

（2） 採取深度及び地質名 

（3） 使用したボーリングマシン名及びポンプの種類と容量 

（4） 使用したサンプラー、クラウン及びコアチューブ名 

（5） 押し入れ長さと貫入方法 

（6） シールの方法と保管の状況 

（7） 現場からの運搬方法 

 

（土質試験） 

第2147条 土質試験は第2107条によるものとする。 

 

（岩石試験） 

第2148条 岩石試験は、原則として日本工業規格、地盤工学会規格等に準じて行うものとし、

試験の方法は、設計図書又は調査職員と協議し、現場状況に適合した適切な方法を選択す

るものとする。 

２ 試験の結果は、図表を用いて岩石の性質が判断できるよう取りまとめるものとする。 
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第１０款 地すべり粘土鉱物試験 

（地すべり粘土鉱物試験） 

第2149条 地すべり粘土鉱物試験の試験方法は、試薬反応試験及びＸ線回折試験を標準とし、

試験の方法は設計図書又は調査職員の指示によるものとする。 

２ 試験の結果は、図表を用いて粘土鉱物の化学的・物理的性質が判断できるように取りま

とめるものとする。 

 

第１１款 年代測定調査 

（年代測定調査） 

第2150条 年代測定調査の方法は、 14 年代測定法及び火山灰編年法による年代測定を標準

とし、方法は設計図書又は調査職員の指示によるものとする。 

C

２  調査の結果は、試料の採取位置がわかるスケッチや地図及び年代測定値結果等を取りま

とめるものとする。 

 

第１２款 試掘観察調査 

（試掘観察調査） 

第2151条 試掘観察調査は、集水井、排水トンネル又はテストピット等により、地層を直接

観察して土質、風化の状況及び湧水状況を把握するものとする。 

２ 土質・岩石試験あるいは粘土鉱物試験のための試料採取の場合は、第2146条によるもの

とする。 

３ 調査の結果は、坑壁のスケッチ図等に取りまとめるものとする。 

 

第１３款 孔内載荷試験 

（孔内載荷試験） 

第2152条  ボ－リング孔内載荷試験には、等分布荷重方式と等変位方式があり、試験の方法

は設計図書又は調査職員の指示によるものとする。 

２ 試験の結果は、調査地の諸元及び測定値等を整理したうえ、荷重強度－変位曲線、地盤

の変形係数等に取りまとめるものとする。 

 

 34



第１４款 アンカー試験 

（アンカー試験） 

第2153条 アンカー試験は第2108条によるものとする。 
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